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令和５年度 40代研修・50代研修 実施要項 

 

１ 目的 

ふくいの教員として、教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を

果たすことへの意識の向上を図る。また、高度化、複雑化する社会の変化に伴い、教員や学校に求め

られる役割を理解し、世代を交えた教員同士の学び合い、教育実践のまとめや共有を通して視野を広

げ協働性を養うなど、職務を遂行する上で必要とされる資質・能力の向上を図る。 

 

２ 実施主体  福井県教育委員会（福井大学連合教職大学院との共催） 

 

３ 対象者 

次のそれぞれの研修について、条件①～③のすべてを満たしている幼稚園、認定こども園、小学

校、中学校、高等学校および特別支援学校の教諭、養護教諭、栄養教諭 

※ 幼稚園教諭、保育教諭、県外からの派遣教員は希望により受講可 

※ 再任用教諭は対象外 

＜40代研修＞ 

① 令和５年度に年齢が満 43歳以上 52歳以下（昭和 46年４月２日～昭和 56年４月１日生）

になる者 

② 中堅教諭等資質向上研修（旧 10年経験者研修、旧中堅教諭等資質向上研修全日程）を修了

している者 

③ 旧中堅教諭等資質向上研修Ⅱ（40歳代対象の免許状更新講習に読替可能な研修３日間）を

修了していない者 

＜50代研修＞ 

① 令和５年度に年齢が満 53歳以上 60歳以下（昭和 38年４月２日～昭和 46年４月１日生）

になる者 

② 中堅教諭等資質向上研修（旧 10年経験者研修、旧中堅教諭等資質向上研修全日程）を修了

している者 

③ 旧中堅教諭等資質向上研修Ⅲ（50歳代対象の免許状更新講習に読替可能な研修３日間）を

修了していない者 

 

４ 研修内容 

・講義（「令和の日本型学校教育」を担う教師の学び、国の教育政策、世界の教育の動向、県の施

策） 

・年代別グループ協議による実践記録の検討、作成 

・世代間クロスセッション（中堅教諭等資質向上研修受講者、40代研修受講者、50代研修受講者）

による実践事例の共有 

 

５ 研修形態  オンライン（職場もしくは自宅での受講） 

 

６ 研修日程等 

① 日程  下記の５期のうちいずれか１期の連続する２日間 

第Ⅰ期 ７月 25日（火）26日（水） 

第Ⅱ期 ８月８日（火）９日（水） 

第Ⅲ期 ８月 21日（月）22日（火） 

第Ⅳ期 12 月 25日（月）26日（火） 

第Ⅴ期 12 月 27日（水）28日（木） 

受付 8:50～9:20  研修 9:30～16:00 

 

② 定員  各期 180名 
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７ 受講期の希望調査および決定 

① 希望調査 

管理職と相談の上、６の①にある第Ⅰ～Ⅴ期の中で第１希望～第３希望期

を選択し、下記ＵＲＬもしくは右のＱＲコードを利用して Googleフォームに

て４月 26日（水）～５月 26日(金)の期間に回答すること。 

  ※ 第３希望内に必ず第Ⅳ期または第Ⅴ期を選択すること。 

※ 定員数を超えた場合、受講人数を調整する。受講できない開催期がある等   

配慮が必要な場合は、その旨を備考欄に入力すること。 

 

＜URL＞ https://forms.gle/TRRDdF3uMJgDFkeu9    

 

② 受講期の決定 

決定した受講期は、事前課題等に関する連絡事項と併せて別途通知する。 

※ やむを得ない理由により受講期の変更が必要になった場合は、管理職を通じて教育総合研究所

（℡0776-58-2160）に連絡すること。 

 

８ 受講の際の留意事項 

教育総合研究所ホームページにある「研修・会議参加に際しての留意事項」 

  を下記ＵＲＬもしくは右のＱＲコードより確認して研修に臨むこと。 

 

＜URL＞ https://onl.sc/bSMXLV8 

 

 

９ 提出書類 

特別な事情により受講を次年度以降に延期する場合は、【延期願】（共通様式２）を 教育総合研

究所ホームページの「研修の申込・案内」→「共通様式」からダウンロードして作成し、ＰＤＦ形式

にして、下記の経路でメールにて提出すること。 

 

○市町小･中学校、公立幼稚園 

 

 

 

 

 

 

○公立認定こども園 

 

 

 

○県立学校、国立学校･幼稚園、その他 

 

 

メールアドレス：koushin@fec.fukui-c.ed.jp 

【お問合せ先】 

 福井県教育総合研究所 教職研修センター 

 教員研修課 担当 小谷 

 TEL(0776)58-2160 

 Ｅ-mail koushin@fec.fukui-c.ed.jp 

対象者 校(園)長 教育総合研究所 

対象者 校(園)長 市町教育委員会等 教育総合研究所 

南越地教委連絡協議会・嶺南教育事務所 

対象者 園長 教育総合研究所 各市町の所管する機関 


